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信濃川発電所 水利使用不適切事象における再報告について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 今回再報告した内容                            

  以下の内容を再報告いたしました。 

① 許可を超えた取水量等を算定するために使用した条件・根拠 

② 不適切事案の各局面における事実関係・背景・経緯などの詳細 

③ 浅河原・山本各調整池に設置した「角落とし」によって千手・小千谷各発電所の常時理論水力

を変更したことによる影響の詳細 

 

 

以 上 

 

 

 

当社自営の水力発電所である信濃川発電所（新潟県小千谷市・十日町市にある千手、小千谷、小

千谷第二各発電所の総称）において、水利使用における不適切事象があった旨、過日11月7日に国

土交通省北陸地方整備局長へ報告いたしましたが、11 月 17 日付でこの報告書に対する再報告の指

示をいただきました。 

 以下、本日 11月28 日、国土交通省北陸地方整備局長へ再報告いたしましたので、お知らせいたし

ます。 

地域の皆さまをはじめ、関係各所の皆さまには、引き続きご迷惑とご心配をおかけしていることを深

くお詫び申し上げます。 


